
 
 

2 0 2 3 年 8 月 吉 日  

各   位 

ＥＮＥＯＳ株式会社 

「ＥＮＥＯＳでんき約款」改定のお知らせ（2023年 10月 1日実施） 
 

○ 2023年 8月 1日付の重要なお知らせ「「ＥＮＥＯＳでんき」における電気料金の改定について」にてご案内のとおり、2023年 11月分から「ＥＮＥＯＳでんき」の料金改

定を行うことに伴い、各「ＥＮＥＯＳでんき約款」の内容を改定いたします（各電気料金プランにおける改定前後の電気料金単価は、こちらにも掲載しております）。な

お、改定前後の各「ＥＮＥＯＳでんき約款」（全文）につきましては、こちらをご確認ください。 
 

ＥＮＥＯＳでんき約款［北海道エリア］（低圧） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

ＥＮＥＯＳでんき約款［北海道エリア］（低圧） 

3 定 義 

(1)～(19) （略） 

(20) 消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当

する金額をいいます。なお、この約款で定める料金単価、工事費負担等相当額、燃料費調整に係

る調整単価およびその他手数料には、消費税等相当額を含みます。 

(21) ～(26) （略） 

 

 

 

 

 

 

14 北海道Ａプラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

料金は、その 1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表 1（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。ただし、電力量料金は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費

調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

最 低 料 金 1契約につき最初の9キロワット時まで 300円20銭 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 24円31銭 

 

ＥＮＥＯＳでんき約款［北海道エリア］（低圧） 

3 定 義 

(1)～(19) （略） 

(20) 消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相

当する金額をいいます。なお、この約款で定める料金単価、工事費負担等相当額、燃料費調整お

よび離島ユニバーサルサービス調整に係る調整単価ならびにその他手数料には、消費税等相当額

を含みます。 

(21) ～(26) （略） 

(27) 燃料費等調整額 

別表 2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額および別表 2（燃料費等調整）

(4)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を合計した金額といたします。 

 

14 北海道Ａプラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

料金は、その 1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表 1（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。ただし、料金は、別表2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料費調整

額および別表 2（燃料費等調整）（4）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を差し引き、または加えたものといたします。 

最 低 料 金 1契約につき最初の9キロワット時まで 403円70銭 

https://www.eneos.co.jp/denki/information/pdf/henkou_230801_01_1.pdf
https://www.eneos.co.jp/denki-kyotsu/contract/clause.html


 
 

現 約 款 新 約 款 

 

 

 

15 北海道Ｖプラン 

(1)～(4) （略） 

(5) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、契約電流または契約容量に応じて、1月につき次のとおりといたします。ただし、

まったく電気を使用されない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 10アンペア 372円88銭 

契約電流 15アンペア 559円32銭 

契約電流 20アンペア 745円76銭 

契約電流 30アンペア 1,118円64銭 

契約電流 40アンペア 1,491円52銭 

契約電流 50アンペア 1,864円40銭 

契約電流 60アンペア 2,237円28銭 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 372円88銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 23円61銭 

120キロワット時をこえ280キロワット時までの1キロワット

時につき 
28円89銭 

280キロワット時をこえる 1キロワット時につき 31円28銭 

 

 

16  北海道動力プラン 

(1)～(3) （略） 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 35円43銭 

 

15 北海道Ｖプラン 

(1)～(4) （略） 

(5) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金

は、別表 2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額および別表 2（燃料費等調

整）（4）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引き、または加えたも

のといたします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、契約電流または契約容量に応じて、1 月につき次のとおりといたします。ただ

し、まったく電気を使用されない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 10アンペア 374円 00銭 

契約電流 15アンペア 561円 00銭 

契約電流 20アンペア 748円 00銭 

契約電流 30アンペア 1,122円 00銭 

契約電流 40アンペア 1,496円 00銭 

契約電流 50アンペア 1,870円 00銭 

契約電流 60アンペア 2,244円 00銭 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 374円 00銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 35円26銭 

120キロワット時をこえ280キロワット時までの1キロワット

時につき 
40円22銭 

280キロワット時をこえる 1キロワット時につき 42円61銭 

 

16  北海道動力プラン 

(1)～(3) （略） 



 
 

現 約 款 新 約 款 

(4) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は、契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく

電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 1,218円02銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

1キロワット時につき 17円87銭 

(5) （略） 

 

 

附 則 

1 この約款の実施期日 

この約款は、2023年4月1日から実施いたします。 

 

3 2023年4月30日までの特別措置 

2023年4月30日までの間、次のとおりといたします。 

(1) この約款において、「北海道Ｖプラン」とあるのは、「北海道Ｂプランまたは北海道Ｃプラン」

と読み替えるものといたします。 

(2) 21（料金の算定）(1)は、次のとおりといたします。 

（1） 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 

イ 電気の供給を開始（スイッチングした初月を含みます。）し、再点し、もしくは停止し、ま

たは需給契約が終了した場合 

ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場

合 

ハ 19（料金の算定期間）の計量期間等の日数が 36日以上、または24日以下のとき。 

(3) 22（日割計算）(1)および(2)は、次のとおりといたします。 

(1) 当社は、21（料金の算定）(1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。 

イ 基本料金または最低料金は、別表 4（日割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたし

ます。 

(4) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額および別表 2（燃料費等調整）（4）

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引き、または加えたものといたし

ます。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場

合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 1,233円 10銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

1キロワット時につき 28円93銭 

(5) （略） 

 

附 則 

1 この約款の実施期日 

この約款は、2023年 10月1日から実施いたします。 

 

3 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

ロ 電力量料金は、日割対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別表 4（日割計算の基本算

式）(1)ロにより日割計算をいたします。 

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じ

て、別表 4（日割計算の基本算式）(1)ハにより算定いたします。 

ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。 

(2) 21（料金の算定）(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日お

よび再点日を含み、停止日および終了日を除きます。 

また、21（料金の算定）(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更の

あった日から適用いたします。 

(4) 24（料金その他の支払方法）(1)ハのなお書きは、適用いたしません。 

(5) 55（請求書等の発行）(2)は、次のとおりといたします。 

(2) (1)の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客さまにお支払いただきます。 

発 行 手 数 料 

各 1 通 に つ き 

請求書（利用明細書） 110円  

領 収 書 165円  

支 払 証 明 書 770円  

(6) 別表 4（日割計算の基本算式）(1)柱書なお書きは適用いたしません。また、別表 4（日割計算

の基本算式）(1)において「暦日数」とあるのは、「30日」と読み替えるものといたします。 

 

別 表 

2 燃 料 費 調 整 

(1)燃料費調整額の算定 

イ  平均燃料価格  

  原油換算値 1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の

値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたし

ます。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β 

Ａ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 0.4699 

β＝ 0.7879 

  なお、各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格および 1トン

当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 

2 燃料費等調整  

(1)燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格  

  原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額

の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたし

ます。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 0.1874 

β＝ 0.0899 

γ＝ 1.0036 

  なお、各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当た

りの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数



 
 

現 約 款 新 約 款 

 

ロ 燃料費調整単価 

  燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200円を下回る場合 

燃 料 費 
＝（37,200 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

(ﾛ)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200円を上回る場合 

 

燃 料 費 
＝（平均燃料価格－37,200 円）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

ハ （略） 

ニ （略） 

(2)基 準 単 価 

  基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 19銭7厘 

(3) (略)  

 

は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価 

  燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 80,800円を下回る場合 

燃 料 費 
＝（80,800 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

(ﾛ)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が 80,800円を上回る場合 

燃 料 費 
＝（平均燃料価格－80,800 円）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

ハ （略） 

ニ （略） 

(2)基 準 単 価 

  基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 17銭3厘 

(3) (略)  

(4)  離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

  原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および

価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、離島平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入い

たします。 

  離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 1.0000 

β＝ 0.0000 

γ＝ 0.0000 

  なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン

当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その

端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 



 
 

現 約 款 新 約 款 

  離島ユニバーサルサービス調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値

といたします。 

  なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第

1位で四捨五入いたします。 

(ｲ)  1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合 

   離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

（79,300円－離島平均燃料価格） × 
(5)の離島基準単価 

1,000 

(ﾛ)  1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を上回り、かつ、119,000 円以下

の場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

（離島平均燃料価格－79,300円） × 
(5)の離島基準単価 

1,000 

(ﾊ)  1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が119,000円を上回る場合の離島平均燃料価格

は、119,000円といたします。 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

（119,000－79,300円） × 
(5)の離島基準単価 

1,000 

ハ  離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

  各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサ

ービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整

単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間

は、次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格算定期間 
離島ユニバーサルサービス 

調整単価適用期間 

毎年 1月1日から 3月31日までの期間 その年の 6月の料金に係る計量期間等 

毎年 2月1日から 4月30日までの期間 その年の 7月の料金に係る計量期間等 

毎年 3月1日から 5月31日までの期間 その年の 8月の料金に係る計量期間等 

毎年 4月1日から 6月30日までの期間 その年の 9月の料金に係る計量期間等 

毎年 5月1日から 7月31日までの期間 
その年の 10 月の料金に係る計量期間

等 

毎年 6月1日から 8月31日までの期間 
その年の 11 月の料金に係る計量期間

等 



 
 

現 約 款 新 約 款 

毎年 7月1日から 9月30日までの期間 
その年の 12 月の料金に係る計量期間

等 

毎年 8月1日から 10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 

毎年 9月1日から 11月30日までの期間 
翌年の 2月の料金に係る計量期間また

は検針期間 

毎年 10月1日から 12月 31日までの期間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 

毎年 11月1日から翌年の 1月31日までの

期間 
翌年の4月の料金に係る計量期間等 

毎年 12月1日から翌年の 2月28日までの

期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2

月29日までの期間） 

翌年の5月の料金に係る計量期間等 

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。ただし、北海道Ａプランの場合は、

最低料金の離島ユニバーサルサービス調整額は、最低料金適用電力量にロによって算定された

離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。また、電力量料金の離島ユニ

バーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたもの

にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

(5)  離島基準単価  

  離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたし

ます。 

1キロワット時につき 1厘 

(6)  離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

  当社は、(4)イの各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、

1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整単価を当社のホームページに掲示いたします。 

 

 

  



 
 

 

 

 

ＥＮＥＯＳでんき約款［東北エリア］（低圧） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

ＥＮＥＯＳでんき約款［東北エリア］（低圧） 

3 定 義 

(1)～(19) （略） 

(20) 消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当

する金額をいいます。なお、この約款で定める料金単価、工事費負担等相当額、燃料費調整に係

る調整単価およびその他手数料には、消費税等相当額を含みます。 

 

(21) ～(26) （略） 

 

 

 

 

 

14 東 北 Ａ プ ラ ン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

料金は、その 1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表 1（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。ただし、電力量料金は、別表 2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

最 低 料 金 1契約につき最初の7キロワット時まで 280円92銭 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 19円01銭 

 

 

15 東 北 Ｖ プ ラ ン 

(1)～(4) （略） 

(5) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

ＥＮＥＯＳでんき約款［東北エリア］（低圧） 

3 定 義 

(1)～(19) （略） 

(20) 消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相

当する金額をいいます。なお、この約款で定める料金単価、工事費負担等相当額、燃料費調整お

よび離島ユニバーサルサービス調整に係る調整単価ならびにその他手数料には、消費税等相当額

を含みます。 

(21) ～(26) （略） 

(27) 燃料費等調整額 

別表 2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額および別表 2（燃料費等調整）

(4)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を合計した金額といたします。 

 

14 東北Ａプラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

料金は、その 1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表 1（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。ただし、料金は、別表2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料費調整

額および別表 2（燃料費等調整）（4）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を差し引き、または加えたものといたします。 

最 低 料 金 1契約につき最初の7キロワット時まで 359円58銭 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 29円70銭 

 

15 東 北 Ｖ プ ラ ン 

(1)～(4) （略） 

(5) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金



 
 

現 約 款 新 約 款 

別表2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、契約電流または契約容量に応じて、1月につき次のとおりといたします。ただし、

まったく電気を使用されない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 10アンペア 368円23銭 

契約電流 15アンペア 552円35銭 

契約電流 20アンペア 736円46銭 

契約電流 30アンペア 1,104円69銭 

契約電流 40アンペア 1,472円92銭 

契約電流 50アンペア 1,841円15銭 

契約電流 60アンペア 2,209円38銭 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 368円23銭 

ロ 電 力 量 料 金  

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 18円82銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット

時につき 
24円87銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 27円67銭 

 

 

16  東北動力プラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合

は、別表 2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額および別表 2（燃料費等調

整）（4）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引き、または加えたも

のといたします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、契約電流または契約容量に応じて、1 月につき次のとおりといたします。ただ

し、まったく電気を使用されない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 10アンペア 369円 60銭 

契約電流 15アンペア 554円 40銭 

契約電流 20アンペア 739円 20銭 

契約電流 30アンペア 1,108円 80銭 

契約電流 40アンペア 1,478円 40銭 

契約電流 50アンペア 1,848円 00銭 

契約電流 60アンペア 2,217円 60銭 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 369円 60銭 

ロ 電 力 量 料 金  

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 29円56銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット

時につき 
35円75銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 38円55銭 

 

16  東北動力プラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額および別表 2（燃料費等調整）（4）

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引き、または加えたものといたし

ます。 

イ 基 本 料 金 



 
 

現 約 款 新 約 款 

の基本料金は、契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく

電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 1,189円89銭 

ロ 電 力 量 料 金  

電力量料金は、その 1月の使用電力量にもとづき、その1月の料金算定期間終了日が夏季に属

する場合には夏季料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 

 

 

 

(5) （略） 

 

 

附 則 

1 この約款の実施期日 

この約款は、2023年4月1日から実施いたします。 

 

4 2023年4月30日までの特別措置 

2023年4月30日までの間、次のとおりといたします。 

(1) この約款において、「東北Ｖプラン」とあるのは、「東北Ｂプランまたは東北Ｃプラン」と読み

替えるものといたします。 

(2) 21（料金の算定）(1)は、次のとおりといたします。 

(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 

イ 電気の供給を開始（スイッチングした初月を含みます。）し、再点し、もしくは停止し、ま

たは需給契約が終了した場合 

ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場

合 

ハ 19（料金の算定期間）の計量期間等の日数が 36日以上、または24日以下のとき。 

(3) 22（日割計算）(1)および(2)は、次のとおりといたします。 

(1) 当社は、21（料金の算定）(1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。 

イ 基本料金または最低料金は、別表 4（日割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたし

ます。 

ロ 電力量料金は、日割対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別表 4（日割計算の基本算

式）(1)ロにより日割計算をいたします。 

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じ

て、別表 4（日割計算の基本算式）(1)ハにより算定いたします。 

ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。 

(2) 21（料金の算定）(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日お

よび再点日を含み、停止日および終了日を除きます。 

   また、21（料金の算定）(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更の

 夏 季 料 金 そ の 他 季 料 金 

1キロワット時につき 16円 42銭 14円97銭 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場

合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 1,190円 89銭 

ロ 電 力 量 料 金  

電力量料金は、その 1月の使用電力量にもとづき、その 1月の料金算定期間終了日が夏季に

属する場合には夏季料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 

 

 

(5) （略） 

 

附 則 

1 この約款の実施期日 

この約款は、2023年 10月1日から実施いたします。 

 

4 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 夏 季 料 金 そ の 他 季 料 金 

1キロワット時につき 27円22銭 25円77銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

あった日から適用いたします。 

(4) 24（料金その他の支払方法）(1)ハのなお書きは、適用いたしません。 

(5) 55（請求書等の発行）(2)は、次のとおりといたします。 

(2) (1)の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客さまにお支払いただきます。 

発 行 手 数 料 

各 1 通 に つ き 

請求書（利用明細書） 110円 

領 収 書 165円 

支 払 証 明 書 770円 

(6) 別表4（日割計算の基本算式）(1)柱書なお書きは適用いたしません。また、別表 4（日割計算

の基本算式）(1)において「暦日数」とあるのは、「30日」と読み替えるものといたします。 

 

別 表 

2 燃 料 費 調 整  

(1)燃料費調整額の算定 

イ 平 均 燃 料 価 格 

  原油換算値 1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の

値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたし

ます。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 0.1152 

β＝ 0.2714 

γ＝ 0.7386 

  なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当た

りの平均液化天然ガス価格および 1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、

小数点以下第1位で四捨五入いたします。 

ロ  燃料費調整単価 

  燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400円を下回る場合 

燃 料 費 
＝（31,400 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

(ﾛ)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400円を上回る場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 

2 燃料費等調整 

(1)燃料費調整額の算定 

イ  平均燃料価格 

  原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額

の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたし

ます。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 0.0259 

β＝ 0.2563 

γ＝ 0.8915 

  なお、各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当た

りの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数

は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ  燃料費調整単価 

  燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 83,500円を下回る場合 

燃 料 費 
＝（83,500 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

(ﾛ)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が 83,500円を上回る場合 



 
 

現 約 款 新 約 款 

燃 料 費 
＝（平均燃料価格－31,400 円）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

ハ （略） 

ニ （略） 

(2)基 準 単 価 

  基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 22銭1厘 

(3) (略)  

 

 

燃 料 費 
＝（平均燃料価格－83,500 円）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

ハ （略） 

ニ （略） 

(2)基 準 単 価 

  基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 19銭7厘 

(3) (略)  

(4)  離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

  原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および

価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、離島平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入い

たします。 

  離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 1.0000 

β＝ 0.0000 

γ＝ 0.0000 

  なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン

当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その

端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

  離島ユニバーサルサービス調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値

といたします。 

  なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第

1位で四捨五入いたします。 

(ｲ)  1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合 

   離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

（79,300円－離島平均燃料価格） × 
(5)の離島基準単価 

1,000 



 
 

現 約 款 新 約 款 

(ﾛ)  1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を上回り、かつ、119,000 円以下

の場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

（離島平均燃料価格－79,300円） × 
(5)の離島基準単価 

1,000 

(ﾊ)  1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が119,000円を上回る場合の離島平均燃料価格

は、119,000円といたします。 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

（119,000－79,300円） × 
(5)の離島基準単価 

1,000 

ハ  離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

  各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサ

ービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整

単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間

は、次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格算定期間 
離島ユニバーサルサービス 

調整単価適用期間 

毎年 1月1日から 3月31日までの期間 その年の 6月の料金に係る計量期間等 

毎年 2月1日から 4月30日までの期間 その年の 7月の料金に係る計量期間等 

毎年 3月1日から 5月31日までの期間 その年の 8月の料金に係る計量期間等 

毎年 4月1日から 6月30日までの期間 その年の 9月の料金に係る計量期間等 

毎年 5月1日から 7月31日までの期間 
その年の 10 月の料金に係る計量期間

等 

毎年 6月1日から 8月31日までの期間 
その年の 11 月の料金に係る計量期間

等 

毎年 7月1日から 9月30日までの期間 
その年の 12 月の料金に係る計量期間

等 

毎年 8月1日から 10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 

毎年 9月1日から 11月30日までの期間 
翌年の 2月の料金に係る計量期間また

は検針期間 

毎年 10月1日から 12月 31日までの期間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 

毎年 11月1日から翌年の 1月31日までの

期間 
翌年の4月の料金に係る計量期間等 



 
 

現 約 款 新 約 款 

毎年 12月1日から翌年の 2月28日までの

期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2

月29日までの期間） 

翌年の5月の料金に係る計量期間等 

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。ただし、北海道Ａプランの場合は、

最低料金の離島ユニバーサルサービス調整額は、最低料金適用電力量にロによって算定された

離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。また、電力量料金の離島ユニ

バーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたもの

にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

(5)  離島基準単価  

  離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたし

ます。 

1キロワット時につき 1厘 

(6)  離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

  当社は、(4)イの各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、

1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整単価を当社のホームページに掲示いたします。 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

ＥＮＥＯＳでんき約款［関東エリア］（低圧） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

ＥＮＥＯＳでんき約款［関東エリア］（低圧） 

14 東京 5アンペアプラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

  料金は、その 1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合

計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

最 低 料 金 1契約につき最初の8キロワット時まで 240円49銭 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 19円96銭 

 

15 Ａ プ ラ ン 

(1)～(4) （略） 

(5) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、契約電流または契約容量に応じて、1月につき次のとおりといたします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 10アンペア 295円29銭 

契約電流 15アンペア 442円94銭 

契約電流 20アンペア 590円58銭 

契約電流 30アンペア 885円87銭 

契約電流 40アンペア 1,181円16銭 

ＥＮＥＯＳでんき約款［関東エリア］（低圧） 

14 東京 5アンペアプラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

  料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合

計といたします。ただし、電力量料金は、別表2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

最 低 料 金 1契約につき最初の8キロワット時まで 321円42銭 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 29円99銭 

 

15 Ａ プ ラ ン 

(1)～(4) （略） 

(5) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、契約電流または契約容量に応じて、1 月につき次のとおりといたします。ただ

し、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 10アンペア 295円24銭 

契約電流 15アンペア 442円86銭 

契約電流 20アンペア 590円48銭 

契約電流 30アンペア 885円72銭 

契約電流 40アンペア 1,180円96銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

契約電流 50アンペア 1,476円45銭 

契約電流 60アンペア 1,771円74銭 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 295円29銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 21円23銭 

120キロワット時をこえ 300キロワット時までの 1キロワッ

ト時につき 
23円78銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 26円31銭 

 

16 東 京 Ｖ プ ラ ン 

(1)～(4) （略） 

(5) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、契約電流または契約容量に応じて、1月につき次のとおりといたします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 10アンペア 295円29銭 

契約電流 15アンペア 442円94銭 

契約電流 20アンペア 590円58銭 

契約電流 30アンペア 885円87銭 

契約電流 40アンペア 1,181円16銭 

契約電流 50アンペア 1,476円45銭 

契約電流 60アンペア 1,771円74銭 

契約電流 50アンペア 1,476円20銭 

契約電流 60アンペア 1,771円44銭 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 295円24銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 31円26銭 

120キロワット時をこえ 300キロワット時までの 1キロワッ

ト時につき 
34円21銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 37円10銭 

 

16 東 京 Ｖ プ ラ ン 

(1)～(4) （略） 

(5) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、契約電流または契約容量に応じて、1 月につき次のとおりといたします。ただ

し、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 10アンペア 295円24銭 

契約電流 15アンペア 442円86銭 

契約電流 20アンペア 590円48銭 

契約電流 30アンペア 885円72銭 

契約電流 40アンペア 1,180円96銭 

契約電流 50アンペア 1,476円20銭 

契約電流 60アンペア 1,771円44銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 295円29銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 19円97銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット

時につき 
24円63銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 26円31銭 

 

17  動 力 プ ラ ン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は、契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく

電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 986円87銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その 1月の使用電力量にもとづき、その1月の料金算定期間終了日が夏季に属

する場合には夏季料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 夏 季 料 金 その他季料金 

第１段階使用電力量までの１キロワ

ット時につき 
17円 08銭 15円50銭 

第１段階使用電力量をこえる 1 キロ

ワット時につき 
18円 93銭 18円82銭 

なお、第１段階使用電力量とは、契約電力に110時間を乗じてえた使用電力量といたします。 

(5) （略） 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 295円24銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 30円00銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット

時につき 
35円05銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 37円10銭 

 

17  動 力 プ ラ ン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場

合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 984円 46銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その 1月の使用電力量にもとづき、その 1月の料金算定期間終了日が夏季に

属する場合には夏季料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 夏 季 料 金 その他季料金 

第１段階使用電力量までの１キロワ

ット時につき 
27円20銭 25円62銭 

第１段階使用電力量をこえる 1 キロ

ワット時につき 
29円05銭 28円94銭 

なお、第１段階使用電力量とは、契約電力に110時間を乗じてえた使用電力量といたします。 

(5) （略） 



 
 

現 約 款 新 約 款 

 

18  東京動力プラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は、契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく

電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 1,030円87銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その 1月の使用電力量にもとづき、その1月の料金算定期間終了日が夏季に属

する場合には夏季料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 

 

 

(5) （略） 

 

附 則 
1 この約款の実施期日 

この約款は、2023年4月1日から実施いたします。 

 

4 2023年4月30日までの特別措置 

2023年4月30日までの間、次のとおりといたします。 

(1) 23（料金の算定）(1)は、次のとおりといたします。 

（1） 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 

イ 電気の供給を開始（スイッチングした初月を含みます。）し、再点し、もしくは停止し、ま

たは需給契約が終了した場合 

ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場

合 

ハ 20（料金の算定期間）の計量期間等の日数が 36日以上、または24日以下のとき。 

(2) 24（日割計算）(1)および(2)は、次のとおりといたします。 

(1) 当社は、23（料金の算定）(1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。 

イ 基本料金または最低料金は、別表 4（日割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたし

ます。 

 夏 季 料 金 その他季料金 

1キロワット時につき 17円 37銭 15円80銭 

 

18  東京動力プラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場

合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 1,028円 46銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その 1月の使用電力量にもとづき、その 1月の料金算定期間終了日が夏季に

属する場合には夏季料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 夏 季 料 金 その他季料金 

1キロワット時につき 27円49銭 25円92銭 

(5) （略） 

 

附 則 
1 この約款の実施期日 

この約款は、2023年 10月1日から実施いたします。 

 

4 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

ロ 電力量料金は、日割対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別表 4（日割計算の基本算

式）(1)ロにより日割計算をいたします。 

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じ

て、別表 4（日割計算の基本算式）(1)ハにより算定いたします。 

ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。 

(2) 23（料金の算定）(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日お

よび再点日を含み、停止日および終了日を除きます。 

   また、23（料金の算定）(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更の

あった日から適用いたします。 

(3) 26（料金その他の支払方法）(1)ハのなお書きは、適用いたしません。 

(4) 57（請求書等の発行）(2)は、次のとおりといたします。 

(2) (1)の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客さまにお支払いただきます。 

発 行 手 数 料 

各 1 通 に つ き 

請求書（利用明細書） 110円 

領 収 書 165円 

支 払 証 明 書 770円 

(5) 別表4（日割計算の基本算式）(1)柱書なお書きは適用いたしません。また、別表 4（日割計算

の基本算式）(1)において「暦日数」とあるのは、「30日」と読み替えるものといたします。 

 

別 表 

2 燃 料 費 調 整 

(1)燃料費調整額の算定 

イ  平均燃料価格 

  原油換算値 1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の

値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたし

ます。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 0.1970 

β＝ 0.4435 

γ＝ 0.2512 

  なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当た

りの平均液化天然ガス価格および 1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、

小数点以下第1位で四捨五入いたします。 

ロ  燃料費調整単価 

  燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 

2 燃 料 費 調 整 

(1)燃料費調整額の算定 

イ  平均燃料価格 

  原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額

の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたし

ます。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 0.0048 

β＝ 0.3827 

γ＝ 0.6584 

  なお、各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当た

りの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数

は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価 

  燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 



 
 

現 約 款 新 約 款 

  なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200円を下回る場合 

燃 料 費 
＝（44,200 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

(ﾛ)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200円を上回る場合 

燃 料 費 
＝（平均燃料価格－44,200 円）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

ハ （略） 

ニ （略） 

(2)基 準 単 価 

  基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 23銭2厘 

(3) （略） 

  なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 86,100円を下回る場合 

燃 料 費 
＝（86,100 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

(ﾛ)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が 86,100円を上回る場合 

燃 料 費 
＝（平均燃料価格－86,100 円）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

ハ （略） 

ニ （略） 

(2)基 準 単 価 

  基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 18銭3厘 

(3) （略） 

 

 

  



 
 

 

 

 

ＥＮＥＯＳでんき約款［北陸エリア］（低圧） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

ＥＮＥＯＳでんき約款［北陸エリア］（低圧） 

14 北陸Ａプラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

料金は、その 1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表 1（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。ただし、電力量料金は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調

整額を差し引き、または加えたものといたします。 

最 低 料 金 1契約につき最初の8キロワット時まで 210円08銭 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 18円34銭 

 

15 北陸Ｖプラン 

(1)～(4) （略） 

(5) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、契約電流または契約容量に応じて、1月につき次のとおりといたします。ただし、

まったく電気を使用されない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 10アンペア 299円56銭 

契約電流 15アンペア 449円34銭 

契約電流 20アンペア 599円12銭 

契約電流 30アンペア 898円68銭 

契約電流 40アンペア 1,198円24銭 

契約電流 50アンペア 1,497円80銭 

ＥＮＥＯＳでんき約款［北陸エリア］（低圧） 

14 北陸Ａプラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

料金は、その 1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表 1（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。ただし、電力量料金は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費

調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

最 低 料 金 1契約につき最初の8キロワット時まで 315円47銭 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 30円82銭 

 

15 北陸Ｖプラン 

(1)～(4) （略） 

(5) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金

は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたも

のといたします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、契約電流または契約容量に応じて、1 月につき次のとおりといたします。ただ

し、まったく電気を使用されない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 10アンペア 302円 50銭 

契約電流 15アンペア 453円 75銭 

契約電流 20アンペア 605円 00銭 

契約電流 30アンペア 907円 50銭 

契約電流 40アンペア 1,210円 00銭 

契約電流 50アンペア 1,512円 50銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

契約電流 60アンペア 1,797円36銭 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 299円56銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 18円18銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット

時につき 
21円47銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 22円20銭 

 

16  北陸動力プラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まった

く電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 1,109円99銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その 1月の使用電力量にもとづき、その1月の料金算定期間終了日が夏季に属

する場合には夏季料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 夏 季 料 金 その他季料金 

1キロワット時につき 12円 48銭 11円42銭 

(5) （略） 

 

附 則 

1 この約款の実施期日 

この約款は、2023年4月1日から実施いたします。 

契約電流 60アンペア 1,815円 00銭 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 302円 50銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 30円67銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット

時につき 
34円17銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 34円90銭 

 

16  北陸動力プラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものと

いたします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は、契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 1,116円 50銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その 1月の使用電力量にもとづき、その 1月の料金算定期間終了日が夏季に

属する場合には夏季料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 夏 季 料 金 その他季料金 

1キロワット時につき 26円09銭 25円03銭 

(5) （略） 

 

附 則 

1 この約款の実施期日 

この約款は、2023年 10月1日から実施いたします。 



 
 

現 約 款 新 約 款 

 

3 2023年4月30日までの特別措置 

2023年4月30日までの間、次のとおりといたします。 

(1) この約款において、「北陸Ｖプラン」とあるのは、「北陸Ｂプランまたは北陸Ｃプラン」と読み

替えるものといたします。 

(2) 21（料金の算定）(1)は、次のとおりといたします。 

(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 

イ 電気の供給を開始（スイッチングした初月を含みます。）し、再点し、もしくは停止し、ま

たは需給契約が終了した場合 

ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場

合 

ハ 19（料金の算定期間）の計量期間等の日数が 36日以上、または24日以下のとき。 

(3) 22（日割計算）(1)および(2)は、次のとおりといたします。 

(1) 当社は、21（料金の算定）(1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。 

イ 基本料金または最低料金は、別表 4（日割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたし

ます。 

ロ 電力量料金は、日割対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別表 4（日割計算の基本算

式）(1)ロにより日割計算をいたします。 

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じ

て、別表 4（日割計算の基本算式）(1)ハにより算定いたします。 

ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。 

(2) 21（料金の算定）(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日お

よび再点日を含み、停止日および終了日を除きます。 

   また、21（料金の算定）(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更の

あった日から適用いたします。 

(4) 24（料金その他の支払方法）(1)ハのなお書きは、適用いたしません。 

(5) 55（請求書等の発行）(2)は、次のとおりといたします。 

(2) (1)の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客さまにお支払いただきます。 

発 行 手 数 料 

各 1 通 に つ き 

請求書（利用明細書） 110円 

領 収 書 165円 

支 払 証 明 書 770円 

(6) 別表 4（日割計算の基本算式）(1)柱書なお書きは適用いたしません。また、別表 4（日割計

算の基本算式）(1)において「暦日数」とあるのは、「30日」と読み替えるものといたします。 

 

別 表 

2 燃 料 費 調 整 

(1)燃料費調整額の算定 

イ  平均燃料価格 

  原油換算値 1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の

値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたし

 

3 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 

2 燃 料 費 調 整 

(1)燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

  原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額

の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたし



 
 

現 約 款 新 約 款 

ます。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β 

Ａ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 0.2303 

β＝ 1.1441 

  なお、各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格および 1トン

当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたしま

す。 

ロ 燃料費調整単価 

  燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900円を下回る場合 

燃 料 費 
＝（21,900 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

(ﾛ)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900円を上回る場合 

燃 料 費 
＝（平均燃料価格－21,900 円）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

ハ （略） 

ニ （略） 

(2)基 準 単 価 

  基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 16銭1厘 

(3) (略)  

 

ます。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 0.0415 

β＝ 0.0745 

γ＝ 1.2499 

  なお、各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当た

りの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数

は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ  燃料費調整単価 

  燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 79,800円を下回る場合 

燃 料 費 
＝（79,800 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

(ﾛ)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が 79,800円を上回る場合 

燃 料 費 
＝（平均燃料価格－79,800 円）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

ハ （略） 

ニ （略） 

(2)基 準 単 価 

  基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 16銭5厘 

(3) (略) 

 

 

  



 
 

 

 

 

ＥＮＥＯＳでんき約款［中国エリア］（低圧） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

ＥＮＥＯＳでんき約款［中国エリア］（低圧） 

3 定 義 

(1)～(18) （略） 

(19) 消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当

する金額をいいます。なお、この約款で定める料金単価、工事費負担等相当額、燃料費調整に係

る調整単価およびその他手数料には、消費税等相当額を含みます。 

(20) ～(25) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

14 中国Ａプラン 

(1)～(3) （略） 

（4） 料 金 

   料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表1（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とい

たします。ただし、料金は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し

引き、または加えたものといたします。 

 

 

最
低
料
金 

1契約につき最初の15キロワット時まで 533円 27銭 

電
力

量
料金 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで

の1キロワット時につき 
21円 46銭 

ＥＮＥＯＳでんき約款［中国エリア］（低圧） 

3 定 義 

(1)～(18) （略） 

(19) 消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相

当する金額をいいます。なお、この約款で定める料金単価、工事費負担等相当額、燃料費調整お

よび離島ユニバーサルサービス調整に係る調整単価ならびにその他手数料には、消費税等相当額

を含みます。 

(20)～(25) （略） 

(26) 燃料費等調整額 

別表 2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額および別表 2（燃料費等調整）

(4)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を合計した金額といたします。 

 

 

14 中国Ａプラン 

(1)～(3) （略） 

（4） 料 金 

   料金は、その 1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表 1（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。ただし、料金は、別表2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額

および別表 2（燃料費等調整）（4）ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差

し引き、または加えたものといたします。 

 

最
低
料
金 

1契約につき最初の15キロワット時まで 712円67銭 

電
力

量
料金 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで

の1キロワット時につき 
32円66銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

120キロワット時をこえ300キロワット時まで

の1キロワット時につき 
27円 38銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につ

き 
28円 39銭 

（5） （略） 

 

15 中国Ｂプラン 

(1)～(3) （略） 

（4） 料 金 

   料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

  イ 基 本 料 金 

    基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 432円34銭 

  ロ 電 力 量 料 金     

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につ

き 
18円79銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1

キロワット時につき 
24円22銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 25円11銭 

 

 

 

16  中国動力プラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

120キロワット時をこえ300キロワット時まで

の1キロワット時につき 
38円79銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につ

き 
39円80銭 

（5） （略） 

 

15 中国Ｂプラン 

(1)～(3) （略） 

（4） 料 金 

   料金は、基本料金、電力量料金および別表1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額および別表 2（燃料費等調整）（4）

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引き、または加えたものといたし

ます。 

  イ 基 本 料 金 

    基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合

の基本料金は、半額といたします。 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 431円90銭 

  ロ 電 力 量 料 金     

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につ

き 
29円98銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1

キロワット時につき 
35円63銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 36円52銭 

 

16  中国動力プラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費等調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額および別表 2（燃料費等調整）（4）

ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引き、または加えたものといたし



 
 

現 約 款 新 約 款 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は、契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく

電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 1,073円17銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その 1月の使用電力量にもとづき、その1月の料金算定期間終了日が夏季に属

する場合には夏季料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 夏 季 料 金 その他季料金  

1キロワット時につき 15円 63銭 14円34銭 

（5） （略） 

 

 

22 日 割 計 算 

(1)当社は、計量期間等の日数が、その計量期間等の始期が属する月の日数に対し、５日を上回り、

または下回る場合は、次により料金を算定いたします。 

イ基本料金、最低料金または最低料金に適用される燃料費調整に係る基準単価は、別表 4（日割計

算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたします。 

ロ電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別表 4（日割計算の基本

算式）(1)ロにより日割計算をいたします。 

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて

別表4（日割計算の基本算式）(1)ハにより算定いたします。 

ニイ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。 

(2)～(3) （略） 

 

附 則 
1 この約款の実施期日 

この約款は、2023年4月1日から実施いたします。 

 

3 2023年4月30日までの特別措置 

2023年4月30日までの間、次のとおりといたします。 
(1) 21（料金の算定）(1)は、次のとおりといたします。 

(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 

イ 電気の供給を開始（スイッチングした初月を含みます。）し、再点し、もしくは停止し、ま

たは需給契約が終了した場合 

ます。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場

合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 1,037円85銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その 1月の使用電力量にもとづき、その 1月の料金算定期間終了日が夏季に

属する場合には夏季料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 夏 季 料 金 その他季料金  

1キロワット時につき 26円98銭 25円69銭 

（5） （略） 

 

22 日 割 計 算 

(1)当社は、計量期間等の日数が、その計量期間等の始期が属する月の日数に対し、５日を上回り、

または下回る場合は、次により料金を算定いたします。 

イ基本料金、最低料金もしくは最低料金に適用される燃料費調整または離島ユニバーサルサービ

ス調整に係る基準単価は、別表 4（日割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたします。 

ロ電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別表 4（日割計算の基

本算式）(1)ロにより日割計算をいたします。 

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じ

て別表 4（日割計算の基本算式）(1)ハにより算定いたします。 

ニイ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。 

(2)～(3) （略） 

 

附 則 

1 この約款の実施期日 

この約款は、2023年 10月1日から実施いたします。 

 

3 削除 

 

 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場

合 

ハ 20（料金の算定期間）の計量期間等の日数が 36日以上、または24日以下のとき。 
(2) 22（日割計算）(1)および(2)は、次のとおりといたします。 

(1) 当社は、21（料金の算定）(1)または(2)の場合は、次により料金を算定いたします。 

イ 基本料金、最低料金または最低料金に適用される燃料費調整に係る基準単価は、別表 4（日

割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたします。 

ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別表 4（日割計算の

基本算式）(1)ロにより日割計算をいたします。 

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じ

て別表 4（日割計算の基本算式）(1)ハにより算定いたします。 

ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。 

(2) 21（料金の算定）(1)の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日およ

び再点日を含み、停止日および終了日を除きます。 

   また、21（料金の算定）(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更の

あった日から適用いたします。 

(3) 24（料金その他の支払方法）(1)ハのなお書きは、適用いたしません。 

(4) 54（請求書等の発行）(2)は次のとおりといたします。 

(2) (1)の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客さまにお支払いただきます。 

発 行 手 数 料 

各 1 通 に つ き 

請求書（利用明細書） 110円 

領 収 書 165円 

支 払 証 明 書 770円 

(5) 別表 4（日割計算の基本算式）(1)柱書は適用しないものとし、同項イおよびロは、次のとおり

といたします。 

イ 基本料金、最低料金または最低料金に適用される燃料費調整に係る基準単価を日割りする場

合 

1月の該当料金× 
日割計算対象日数 

30日 

ロ 料金適用上の電力量区分を日割りする場合 

(ｲ) 中国Ａプラン 

最低料金適用電力量＝15キロワット時× 
日割計算対象日数 

30日 

なお、最低料金適用電力量とは、イにより算定された最低料金が適用される電力量をいいま

す。 

第1段階料金適用電力量＝105キロワット時× 
日割計算対象日数 

30日 

なお、第 1段階料金適用電力量とは、15キロワット時をこえ 120キロワット時までの 1キロ

ワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

第2段階料金適用電力量＝180キロワット時× 
日割計算対象日数 

30日 

なお、第 2段階料金適用電力量とは、120キロワット時をこえ 300キロワット時までの 1キ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

ロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

(ﾛ) 中国Ｂプラン 

第1段階料金適用電力量＝120キロワット時× 
日割計算対象日数 

30日 

なお、第 1段階料金適用電力量とは、最初の 120キロワット時までの1キロワット時当たり

の電力量料金が適用される電力量をいいます。 

第2段階料金適用電力量＝180キロワット時× 
日割計算対象日数 

30日 

なお、第 2段階料金適用電力量とは、120キロワット時をこえ 300キロワット時までの 1キ

ロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

(ﾊ) (ｲ)または(ﾛ)によって算定された最低料金適用電力量、第 1 段階料金適用電力量および第 2

段階料金適用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入

いたします。 

 

別 表 

2 燃 料 費 調 整 

(1)燃料費調整額の算定 

イ  平均燃料価格 

  原油換算値 1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の

値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたし

ます。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 0.1543 

β＝ 0.1322 

γ＝ 0.9761 

  なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当た

りの平均液化天然ガス価格および 1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、

小数点以下第1位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価 

  燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 

2 燃料費等調整 

(1)燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

  原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額

の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたし

ます。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 0.0406 

β＝ 0.0992 

γ＝ 1.1994 

  なお、各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当た

りの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数

は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価 

  燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 



 
 

現 約 款 新 約 款 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000円を下回る場合 

燃 料 費 
＝（26,000 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

(ﾛ)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000円を上回る場合 

燃 料 費 
＝（平均燃料価格－26,000 円）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

ハ （略） 

ニ （略） 

(2)基 準 単 価 

 イ 中国Ａプランの場合 

  基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。  

   なお、22（日割計算）(1)イに該当する場合、最低料金に適用される燃料費調整に係る基準単価

は、別表 4（日割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたします。 

最 低 

料 金 

1契約につき最初の15キロワット時ま

で 
3円68銭 0厘 

電 力 量 

料 金 
上記をこえる1キロワット時につき 24銭5厘 

ウ 中国Ｂプランまたは中国動力プランの場合 

   基準単価は、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 24銭5厘 

(3) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 80,300円を下回る場合 

燃 料 費 
＝（80,300 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

(ﾛ)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が 80,300円を上回る場合 

燃 料 費 
＝（平均燃料価格－80,300 円）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

ハ （略） 

ニ （略） 

(2)基 準 単 価 

 イ 中国Ａプランの場合 

  基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。  

   なお、22（日割計算）(1)イに該当する場合、最低料金に適用される燃料費調整に係る基準単

価は、別表 4（日割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたします。 

最 低 

料 金 

1契約につき最初の15キロワット時ま

で 
3円18銭5厘 

電 力 量 

料 金 
上記をこえる1キロワット時につき 21銭2厘 

ウ 中国Ｂプランまたは中国動力プランの場合 

   基準単価は、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 21銭2厘 

(3) （略） 

(4)  離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

  原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および

価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、離島平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入い

たします。 

  離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 1.0000 

β＝ 0.0000 



 
 

現 約 款 新 約 款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ＝ 0.0000 

  なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン

当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その

端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

  離島ユニバーサルサービス調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値

といたします。 

  なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第

1位で四捨五入いたします。 

(ｲ)  1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合 

   離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

（79,300円－離島平均燃料価格） × 
(5)の離島基準単価 

1,000 

(ﾛ)  1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を上回り、かつ、119,000 円以下

の場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

（離島平均燃料価格－79,300円） × 
(5)の離島基準単価 

1,000 

(ﾊ)  1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が119,000円を上回る場合の離島平均燃料価格

は、119,000円といたします。 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

（119,000－79,300円） × 
(5)の離島基準単価 

1,000 

ハ  離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

  各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサ

ービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整

単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間

は、次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格算定期間 
離島ユニバーサルサービス 

調整単価適用期間 

毎年 1月1日から 3月31日までの期間 その年の 6月の料金に係る計量期間等 

毎年 2月1日から 4月30日までの期間 その年の 7月の料金に係る計量期間等 

毎年 3月1日から 5月31日までの期間 その年の 8月の料金に係る計量期間等 



 
 

現 約 款 新 約 款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年 4月1日から 6月30日までの期間 その年の 9月の料金に係る計量期間等 

毎年 5月1日から 7月31日までの期間 
その年の 10 月の料金に係る計量期間

等 

毎年 6月1日から 8月31日までの期間 
その年の 11 月の料金に係る計量期間

等 

毎年 7月1日から 9月30日までの期間 
その年の 12 月の料金に係る計量期間

等 

毎年 8月1日から 10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 

毎年 9月1日から 11月30日までの期間 
翌年の 2月の料金に係る計量期間また

は検針期間 

毎年 10月1日から 12月 31日までの期間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 

毎年 11月1日から翌年の 1月31日までの

期間 
翌年の4月の料金に係る計量期間等 

毎年 12月1日から翌年の 2月28日までの

期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2

月29日までの期間） 

翌年の5月の料金に係る計量期間等 

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。ただし、北海道Ａプランの場合は、

最低料金の離島ユニバーサルサービス調整額は、最低料金適用電力量にロによって算定された

離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。また、電力量料金の離島ユニ

バーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたもの

にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

 

(5)離島基準単価 

イ 中国Ａプランの場合 

  離島基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。  

   なお、22（日割計算）(1)イに該当する場合、最低料金に適用される離島ユニバーサルサービ

ス調整に係る基準単価は、別表 4（日割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたします。 

最低料金 1契約につき最初の15キロワット時まで 1銭 7厘 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 1厘 

ウ 中国Ｂプランまたは中国動力プランの場合 

   離島基準単価は、次のとおりといたします。 



 
 

現 約 款 新 約 款 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 日割計算の基本算式 

(1)日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則として日

割対象となる期間の始期が属する月の日数といたします。 

イ 基本料金、最低料金または最低料金に適用される燃料費調整に係る基準単価を日割りする場合 

1月の該当料金× 
日割計算対象日数 

暦日数 

 

 

ロ（略） 

ハ（略） 

1キロワット時につき 1厘 

 (6) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

  当社は、(4)イの各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、

1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定さ

れた離島ユニバーサルサービス調整単価を当社のホームページに掲示いたします。 

 

４ 日割計算の基本算式 

(1)日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則として日

割対象となる期間の始期が属する月の日数といたします。 

イ 基本料金、最低料金もしくは最低料金に適用される燃料費調整または離島ユニバーサルサー

ビス調整に係る基準単価を日割りする場合 

1月の該当料金× 
日割計算対象日数 

暦日数 

 

ロ（略） 

ハ（略） 

 

  



 
 

 

 

 

ＥＮＥＯＳでんき約款［四国エリア］（低圧） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

ＥＮＥＯＳでんき約款［四国エリア］（低圧） 

14 四国Ａプラン 

(1)～(3) （略） 

（4） 料 金 

   料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表1（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とい

たします。ただし、料金は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し

引き、または加えたものといたします。 

最
低
料
金 

1契約につき最初の11キロワット時まで 561円 47銭 

電
力
量
料
金 

11 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで

の1キロワット時につき 
20円 84銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時まで

の1キロワット時につき 
26円 40銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につ

き 
28円 39銭 

（5） （略） 

 

15 四国Ｂプラン 

(1)～(3) （略） 

（4） 料 金 

   料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

  イ 基 本 料 金 

ＥＮＥＯＳでんき約款［四国エリア］（低圧） 

14 四国Ａプラン 

(1)～(3) （略） 

（4） 料 金 

   料金は、その 1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表 1（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。ただし、料金は、別表2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を

差し引き、または加えたものといたします。 

最
低
料
金 

1契約につき最初の11キロワット時まで 667円00銭 

電
力
量
料
金 

11 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで

の1キロワット時につき 
30円65銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時まで

の1キロワット時につき 
36円63銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につ

き 
38円62銭 

（5） （略） 

 

15 四国Ｂプラン 

(1)～(3) （略） 

（4） 料 金 

   料金は、基本料金、電力量料金および別表1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

  イ 基 本 料 金 



 
 

現 約 款 新 約 款 

    基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 392円54銭 

  ロ 電 力 量 料 金     

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につ

き 
16円09銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1

キロワット時につき 
21円62銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 24円12銭 

 

16  四国動力プラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によっ

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとい

たします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合

の基本料金は、契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく

電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 1,068円85銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その 1月の使用電力量にもとづき、その1月の料金算定期間終了日が夏季に属

する場合には夏季料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 夏 季 料 金 その他季料金  

1キロワット時につき 16円 15銭 14円71銭 

（5） （略） 

 

 

 

    基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合

の基本料金は、半額といたします。 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 397円10銭 

  ロ 電 力 量 料 金     

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につ

き 
27円12銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1

キロワット時につき 
31円85銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 34円35銭 

 

16  四国動力プラン 

(1)～(3) （略） 

(4) 料 金 

 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によ

って算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものと

いたします。 

イ 基 本 料 金 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場

合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 1,073円71銭 

ロ 電 力 量 料 金 

電力量料金は、その 1月の使用電力量にもとづき、その 1月の料金算定期間終了日が夏季に

属する場合には夏季料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 夏 季 料 金 その他季料金  

1キロワット時につき 25円98銭 24円54銭 

（5） （略） 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

附 則 

1 この約款の実施期日 

この約款は、2023年4月1日から実施いたします。 

 

3 2023年4月30日までの特別措置 

2023年4月30日までの間、次のとおりといたします。 
(1) 21（料金の算定）(1)は、次のとおりといたします。 

(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 

イ 電気の供給を開始（スイッチングした初月を含みます。）し、再点し、もしくは停止し、ま

たは需給契約が終了した場合 

ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場

合 

ハ 20（料金の算定期間）の計量期間等の日数が 36日以上、または24日以下のとき。 
(2) 22（日割計算）(1)および(2)は、次のとおりといたします。 

(1) 当社は、21（料金の算定）(1)または(2)の場合は、次により料金を算定いたします。 

イ 基本料金、最低料金または最低料金に適用される燃料費調整に係る基準単価は、別表 4（日

割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたします。 

ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別表 4（日割計算の

基本算式）(1)ロにより日割計算をいたします。 

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じ

て別表 4（日割計算の基本算式）(1)ハにより算定いたします。 

ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。 

(2) 21（料金の算定）(1)の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日およ

び再点日を含み、停止日および終了日を除きます。 

   また、21（料金の算定）(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更の

あった日から適用いたします。 

(3) 24（料金その他の支払方法）(1)ハのなお書きは、適用いたしません。 

(4) 54（請求書等の発行）(2)は次のとおりといたします。 

(2) (1)の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客さまにお支払いただきます。 

発 行 手 数 料 

各 1 通 に つ き 

請求書（利用明細書） 110円 

領 収 書 165円 

支 払 証 明 書 770円 

(5) 別表 4（日割計算の基本算式）(1)柱書は適用しないものとし、同項イおよびロは、次のとおり

といたします。 

イ 基本料金、最低料金または最低料金に適用される燃料費調整に係る基準単価を日割りする場

合 

1月の該当料金× 
日割計算対象日数 

30日 

ロ 料金適用上の電力量区分を日割りする場合 

(ｲ) 四国Ａプラン 

最低料金適用電力量＝11キロワット時× 
日割計算対象日数 

30日 

附 則 

1 この約款の実施期日 

この約款は、2023年 10月1日から実施いたします。 

 

3 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

なお、最低料金適用電力量とは、イにより算定された最低料金が適用される電力量をいいま

す。 

第1段階料金適用電力量＝109キロワット時× 
日割計算対象日数 

30日 

なお、第 1段階料金適用電力量とは、11キロワット時をこえ 120キロワット時までの 1キロ

ワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

第2段階料金適用電力量＝180キロワット時× 
日割計算対象日数 

30日 

なお、第 2段階料金適用電力量とは、120キロワット時をこえ 300キロワット時までの 1キ

ロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

(ﾛ) 四国Ｂプラン  

第1段階料金適用電力量＝120キロワット時× 
日割計算対象日数 

30日 

なお、第 1段階料金適用電力量とは、最初の 120キロワット時までの1キロワット時当たり

の電力量料金が適用される電力量をいいます。 

第2段階料金適用電力量＝180キロワット時× 
日割計算対象日数 

30日 

なお、第 2段階料金適用電力量とは、120キロワット時をこえ 300キロワット時までの 1キ

ロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

(ﾊ) (ｲ)または(ﾛ)によって算定された最低料金適用電力量、第1段階料金適用電力量および

第2段階料金適用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1位で

四捨五入いたします。 

 

別 表 

2 燃 料 費 調 整 

(1)燃料費調整額の算定 

イ平均燃料価格 

  原油換算値 1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の

値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたし

ます。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 0.2104 

β＝ 0.0541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 

2 燃 料 費 調 整 

(1)燃料費調整額の算定 

イ平均燃料価格 

  原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額

の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたし

ます。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α＝ 0.0875 

β＝ 0.0770 



 
 

現 約 款 新 約 款 

γ＝ 1.0588 

  なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当た

りの平均液化天然ガス価格および 1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、

小数点以下第1位で四捨五入いたします。 

ロ燃料費調整単価 

  燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000円を下回る場合 

燃 料 費 
＝（26,000 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

(ﾛ)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000円を上回る場合 

燃 料 費 
＝（平均燃料価格－26,000 円）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

ハ （略） 

ニ （略） 

(2)基 準 単 価 

 イ 四国Ａプランの場合 

  基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。  

   なお、22（日割計算）(1)イに該当する場合、最低料金に適用される燃料費調整に係る基準単価

は、別表 4（日割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたします。 

最 低 

料 金 

1契約につき最初の11キロワット時ま

で 
2円15銭4厘 

電 力 量 

料 金 
上記をこえる1キロワット時につき 19銭6厘 

ウ 四国Ｂプランまたは四国動力プランの場合 

   基準単価は、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 19銭6厘 

(3) （略） 

 

γ＝ 1.1770 

  なお、各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当た

りの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数

は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ燃料費調整単価 

  燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

  なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いた

します。 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 80,000円を下回る場合 

燃 料 費 
＝（80,000 円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

(ﾛ)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が 80,000円を上回る場合 

燃 料 費 
＝（平均燃料価格－80,000 円）× 

(2)の基準単価 

調 整 単 価 1,000 

ハ （略） 

ニ （略） 

(2)基 準 単 価 

 イ 四国Ａプランの場合 

  基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

   なお、22（日割計算）(1)イに該当する場合、最低料金に適用される燃料費調整に係る基準単

価は、別表 4（日割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたします。 

最 低 

料 金 

1契約につき最初の11キロワット時ま

で 
1円69銭4厘 

電 力 量 

料 金 
上記をこえる1キロワット時につき 15銭4厘 

ウ 四国Ｂプランまたは四国動力プランの場合 

   基準単価は、次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 15銭4厘 

(3) （略） 

 

 

  



 
 

 

 

 

ＥＮＥＯＳでんき（ｍｙプラン）約款［東京電力エリア］ 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

ＥＮＥＯＳでんき（ｍｙプラン）約款［東京電力エリア］ 

第１条（適用） 

（１）～（２） （略） 

（３）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 

（４）本約款は、本約款の実施前に電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（２０２２年１

１月１日実施）の適用を受け、かつ、本約款による需給契約の継続を希望されるお客様（お客様

から本約款の適用を希望されない申出がない場合は、本約款を継続して適用いたします。）に適用

いたします。 

 

第８条（ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東京）） 

（１）～（３） （略） 

（４）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及び附則

第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

契約電流 基本料金（税込） 

５アンペア １４７円６５銭 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたします。 

従量区分（契約電流５アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき １９円９７銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 

２６円５７銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３０円６６銭 

 

 

第９条（ｍｙ標準プラン（東京）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって

算定された燃料費調整額及び附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって

ＥＮＥＯＳでんき（ｍｙプラン）約款［東京電力エリア］ 

第１条（適用） 

（１）～（２） （略） 

（３）本約款は、２０２３年１０月１日より実施いたします。 

（４）本約款は、本約款の実施前に電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（２０２３年４

月１日実施）の適用を受け、かつ、本約款による需給契約の継続を希望されるお客様（お客様か

ら本約款の適用を希望されない申出がない場合は、本約款を継続して適用いたします。）に適用

いたします。 

 

第８条（ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東京）） 

（１）～（３） （略） 

（４）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及び附

則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネルギー

発電促進賦課金の合計といたします。 

①基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合

の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 基本料金（税込） 

５アンペア １４７円６２銭 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたしま

す。 

従量区分（契約電流５アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき ３０円００銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３６円６０銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ４０円６９銭 

 

第９条（ｍｙ標準プラン（東京）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によっ

て算定された燃料費調整額及び附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によっ



 
 

現 約 款 新 約 款 

算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

１０アンペア ２９５円２９銭 

１５アンペア ４４２円９４銭 

２０アンペア ５９０円５８銭 

３０アンペア ８６０円１３銭 

４０アンペア １，１２３円９６銭 

５０アンペア １，４０４円９５銭 

６０アンペア １，６６８円７８銭 

１キロボルトアンペアにつき ２７８円１３銭 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたします。 

 

従量区分（契約電流１０アンペア、 

１５アンペア、２０アンペア） 

電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき １９円９７銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２６円５７銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３０円６６銭 

 

従量区分（契約電流３０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき １９円２９銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２５円６９銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２９円６６銭 

 

従量区分（契約電流４０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき １８円８９銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２５円１６銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２９円０４銭 

 

従量区分（契約電流５０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき １８円８９銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２５円１６銭 

て算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

①基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合

の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

１０アンペア ２９５円２４銭 

１５アンペア ４４２円８６銭 

２０アンペア ５９０円４８銭 

３０アンペア ８７２円８５銭 

４０アンペア １，１５２円３６銭 

５０アンペア １，４４０円４５銭 

６０アンペア １，７１９円９６銭 

１キロボルトアンペアにつき ２８６円６６銭 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたしま

す。 

従量区分（契約電流１０アンペア、 

１５アンペア、２０アンペア） 

電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき ３０円００銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３６円６０銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ４０円６９銭 

 

従量区分（契約電流３０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき ２９円８５銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３６円１１銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ４０円４５銭 

 

従量区分（契約電流４０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき ２９円８５銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３５円９３銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ４０円１８銭 

 

従量区分（契約電流５０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき ２９円８５銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３５円６２銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２９円０４銭 

 

従量区分（契約電流６０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき １８円６９銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２４円９１銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円７５銭 

 

従量区分（契約容量による場合） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき １８円６９銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２４円９１銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円７５銭 

 

第１０条（ｍｙ動力プラン（東京）） 

（１）～（４） （略） 

（５）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及び附則

第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が０．５キロワットの場

合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まった

く電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 基本料金（税込） 

１キロワットにつき １，０８３円８３銭 

 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、その１か月の料金算定期間終了日が夏季に属

する場合には夏季料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

使用電力量 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につき 
夏季料金 その他季料金 

１７円２８銭 １５円７１銭 

 

③ 負荷率割引 

負荷率割引は、契約電力とその１か月の使用電力量によって算定することとし、１か月の使用電

力量が１キロワットあたり７０キロワット時以下である場合に、契約電力１キロワットにつき一

律で適用いたします。 

 

 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３９円６９銭 

 

従量区分（契約電流６０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき ２９円８５銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３５円６２銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３９円６９銭 

 

従量区分（契約容量による場合） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき ２９円８５銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３５円６２銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３９円６９銭 

 

第１０条（ｍｙ動力プラン（東京）） 

（１）～（４） （略） 

（５）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及び附

則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネルギー

発電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が０．５キロワットの

場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、ま

ったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 基本料金（税込） 

１キロワットにつき １，０６１円４６銭 

 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、その１か月の料金算定期間終了日が夏季に

属する場合には夏季料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

使用電力量 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につき 
夏季料金 その他季料金 

２７円４９銭 ２５円９２銭 

 

③負荷率割引 

負荷率割引は、契約電力とその１か月の使用電力量によって算定することとし、１か月の使用

電力量が１キロワットあたり７０キロワット時以下である場合に、契約電力１キロワットにつ

き一律で適用いたします。 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

１か月の使用電力量及び適用単位 
負荷率割引単価 

（税込） 

１キロワットあたり７０キロワット時以下のときの 

契約電力１キロワットにつき 
１１０円００銭 

 

附 則 

 

第３条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、次のとおりといたします。 

（１）本約款において、「ｍｙ標準プラン（東京）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東京）又は

ｍｙ標準プラン（東京）」とあるのは、それぞれ「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂ（東京）及び従量

電灯Ｃ（東京）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯」と読み替えるものとします。 

（２）第１０条（５）柱書は、次のとおりといたします。 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及び附則

第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、次の④によって力率割引又は割増しを

する場合は、力率割引又は割増しをしたものといたします。 

（３）第１０条（５）に、次の④を加えるものといたします。 

④力率割引及び割増し 

電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表５（加重平均力率の算定）により加重平均して

えた値が、８５パーセントを上回る場合（上記（４）②により契約電力を定める場合を含みま

す。）は、基本料金を５パーセント割引し、８５パーセントを下回る場合は、基本料金を５パ

ーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表６（進相用コンデンサ取付容

量基準）の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては９０パー

セント、取り付けてないものについては８０パーセント、電熱器については１００パーセント

といたします。なお、まったく電気を使用しないその１か月の力率は、８５パーセントとみな

します。また、当社が送配電会社から力率を算定するために必要な計量値を受領できない場合

のその１か月の力率は、９０パーセントとみなします。 

（４）第１３条（５）は、次のとおりといたします。 

（５）日割計算 

当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。 

①基本料金は、以下の算式により算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則としてお

客様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の日数といたします。 

基本料金 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再点

日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 

②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場

合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る

電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プラン－従量電灯の料

金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場合の第１

段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、

小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

１か月の使用電力量及び適用単位 
負荷率割引単価 

（税込） 

１キロワットあたり７０キロワット時以下のときの 

契約電力１キロワットにつき 
１１０円００銭 

 

附 則 

 

第３条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当たり

の電力量料金が適用される電力量をいいます。 

第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 

なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

（５）第１４条（３）③なお書きは適用いたしません。 

（６）附則第２条（明細書等の発行手数料）は、次のとおりといたします。 

第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 

〔税込〕 

明 細 書 １１０円 

領 収 書 １６５円 

支 払 証 明 書 ７７０円 

 

別 表 １ 

燃料費調整単価算出係数等 

項目 値 

係 数 

α ０．１９７０  

β ０．４４３５  

γ ０．２５１２  

燃料価格 Ｘ ４４，２００円  

基準単価 

（１キロワット時につき） 
低圧 ２３銭２厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 １ 

燃料費調整単価算出係数等 

項目 値 

係 数 

α ０．００４８  

β ０．３８２７  

γ ０．６５８４  

燃料価格 Ｘ ８６，１００円  

基準単価 

（１キロワット時につき） 
低圧 １８銭３厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

ＥＮＥＯＳでんき（ｍｙたっぷりプラン）選択約款［東京電力エリア］ 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

ＥＮＥＯＳでんき（ｍｙたっぷりプラン）選択約款［東京電力エリア］ 

第１条（適用） 

（１） （略） 

（２）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 

 

第３条（ｍｙたっぷりプラン（東京）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）に

よって算定された燃料費調整額及び需給約款附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）

（１）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

３０アンペア ８８５円８７銭 

４０アンペア １，１８１円１６銭 

５０アンペア １，４７６円４５銭 

６０アンペア １，７７１円７４銭 

１キロボルトアンペアにつき ２９５円２９銭 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定い

たします。 

従量区分 
電力量料金単価

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１９円９７銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２６円５７銭 

３００キロワット時を超え６００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２５円１７銭 

６００キロワット時を超える１キロワット時につき ２６円２４銭 

 

 

ＥＮＥＯＳでんき（ｍｙたっぷりプラン）選択約款［東京電力エリア］ 

第１条（適用） 

（１） （略） 

（２）本約款は、２０２３年１０月１日より実施いたします。 

 

第３条（ｍｙたっぷりプラン（東京）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）

によって算定された燃料費調整額及び需給約款附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）

（１）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

①基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

３０アンペア ８８５円７２銭 

４０アンペア １，１８０円９６銭 

５０アンペア １，４７６円２０銭 

６０アンペア １，７７１円４４銭 

１キロボルトアンペアにつき ２９５円２４銭 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定い

たします。 

従量区分 
電力量料金単価

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３０円００銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３５円０５銭 

３００キロワット時を超え６００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３７円１０銭 

６００キロワット時を超える１キロワット時につき ３７円１０銭 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

附 則 

 

第１条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、本約款において「ｍｙたっぷりプラン（東京）」とあるのは、「ｍｙ

たっぷりプラン－従量電灯Ｂ（東京）及びｍｙたっぷりプラン－従量電灯Ｃ（東京）」と読み替えるも

のとします。 

附 則 

 

第１条 削除 

 

 

  



 
 

 

 

 

ＥＮＥＯＳでんき（ｍｙまとめてプラン）選択約款［東京電力エリア］ 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

ＥＮＥＯＳでんき（ｍｙまとめてプラン）選択約款［東京電力エリア］ 

第１条（適用） 

（１） （略） 

（２）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 

 

第３条（ｍｙまとめてプラン（東京）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）に

よって算定された燃料費調整額及び需給約款附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）

（１）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおり（消費税等相当額を含む。）といたします。ただ

し、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

３０アンペア ８８５円８７銭 

４０アンペア １，１８１円１６銭 

５０アンペア １，４７６円４５銭 

６０アンペア １，７７１円７４銭 

１キロボルトアンペアにつき ２９５円２９銭 

 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次のプラン毎の電力量料金単価（消

費税等相当額を含みます。）を乗じて算定いたします。 

【ｍｙまとめて３００】 

区分 電力量料金単価（税込） 

最初の３００キロワット時まで（定額料金） ６，５１７円００銭 

３００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
２９円７５銭 

【ｍｙまとめて４００】 

区分 電力量料金単価（税込） 

最初の４００キロワット時まで（定額料金） ９，０７４円３４銭 

４００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
２９円４５銭 

ＥＮＥＯＳでんき（ｍｙまとめてプラン）選択約款［東京電力エリア］ 

第１条（適用） 

（１） （略） 

（２）本約款は、２０２３年１０月１日より実施いたします。 

 

第３条（ｍｙまとめてプラン（東京）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）

によって算定された燃料費調整額及び需給約款附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）

（１）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

①基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおり（消費税等相当額を含む。）といたします。ただ

し、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

３０アンペア ８８５円７２銭 

４０アンペア １，１８０円９６銭 

５０アンペア １，４７６円２０銭 

６０アンペア １，７７１円４４銭 

１キロボルトアンペアにつき ２９５円２４銭 

 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次のプラン毎の電力量料金単価（消

費税等相当額を含みます。）を乗じて算定いたします。 

【ｍｙまとめて３００】 

区分 電力量料金単価（税込） 

最初の３００キロワット時まで（定額料金） ９，８４９円００銭 

３００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
３７円６９銭 

【ｍｙまとめて４００】 

区分 電力量料金単価（税込） 

最初の４００キロワット時まで（定額料金） １３，２３２円５４銭 

４００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
４０円６８銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

【ｍｙまとめて５００】 

区分 電力量料金単価（税込） 

最初の５００キロワット時まで（定額料金） １１，６３１円６６銭 

５００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
２９円１４銭 

 

附 則 

 

第１条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、本約款において「ｍｙまとめてプラン（東京）」とあるのは、「ｍｙ

まとめてプラン－従量電灯Ｂ（東京）及びｍｙまとめてプラン－従量電灯Ｃ（東京）」と読み替えるも

のとします。 

 

【ｍｙまとめて５００】 

区分 電力量料金単価（税込） 

最初の５００キロワット時まで（定額料金） １６，８６８円８６銭 

５００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
４０円６８銭 

 

附 則 

 

第１条 削除 

 

以 上 

 


